
　厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています
（助成金と補助金を組み合わせてご利用いただくことも可能です）。
詳細は2〜3ページをご覧ください。都道府県の支援施策もあります。

　令和7年度の最低賃金が、10月以降、都道府県ごとに順次改定されます。最低賃金
には、地域別と特定の2種類がありますので、留意する必要があります。
　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その
最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
　地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則（50万円
以下の罰金）が定められています。

令和7年度地域別最低賃金一覧（金額、発効日）
北海道 1,075 R.7/10/ 4
青　森 1,029 R.7/11/21
岩　手 1,031 R.7/12/ 1
宮　城 1,038 R.7/10/ 4

秋　田 1,031 R.8/ 3/31

山　形 1,032 R.7/12/23
福　島 1,033 R.8/ 1/ 1
茨　城 1,074 R.7/10/12
栃　木 1,068 R.7/10/ 1
群　馬 1,063 R.8/ 3/ 1
埼　玉 1,141 R.7/11/ 1
千　葉 1,140 R.7/10/ 3

東　京 1,226 R.7/10/ 3
神奈川 1,225 R.7/10/ 4
新　潟 1,050 R.7/10/ 2
富　山 1,062 R.7/10/12
石　川 1,054 R.7/10/ 8
福　井 1,053 R.7/10/ 8
山　梨 1,052 R.7/12/ 1
長　野 1,061 R.7/10/ 3
岐　阜 1,065 R.7/10/18
静　岡 1,097 R.7/11/ 1
愛　知 1,140 R.7/10/18
三　重 1,087 R.7/11/21

滋　賀 1,080 R.7/10/ 5
京　都 1,122 R.7/11/21
大　阪 1,177 R.7/10/16
兵　庫 1,116 R.7/10/ 4
奈　良 1,051 R.7/11/16
和歌山 1,045 R.7/11/ 1
鳥　取 1,030 R.7/10/ 4
島　根 1,033 R.7/11/17
岡　山 1,047 R.7/12/ 1
広　島 1,085 R.7/11/ 1
山　口 1,043 R.7/10/16
徳　島 1,046 R.8/ 1/ 1

香　川 1,036 R.7/10/18
愛　媛 1,033 R.7/12/ 1
高　知 1,023 R.7/12/ 1
福　岡 1,057 R.7/11/16
佐　賀 1,030 R.7/11/21
長　崎 1,031 R.7/12/ 1
熊　本 1,034 R.8/ 1/ 1
大　分 1,035 R.8/ 1/ 1
宮　崎 1,023 R.7/11/16
鹿児島 1,026 R.7/11/ 1
沖　縄 1,023 R.7/12/ 1

IT導入補助金

業務改善助成金
事業場内で最も低い
時間給を一定額以上 
引き上げ、生産性向上
等に資する設備投資等
を行った場合に、設備
投資等にかかった費用
の一部を助成します。

キャリアアップ助成金
賃金規定等を改定し、
非正規雇用労働者の 
基本給を3%以上賃上
げする場合に、キャリア
アップ助成金の「賃金 
規定等改定コース」が
利用できます。

各都道府県
の賃上げ

支援施策に
ついて

省力化投資補助金
（一般型）

ものづくり補助金

IT導入補助金、ものづくり補助金、
省力化投資補助金（一般型）

最低賃金近傍で働く雇用者を多く抱える事
業者の皆様には、補助率を2/3に引上げ、優
先的に採択します。一定の賃上げを実施した
事業者の皆様も優先的に採択します。

に相談してみませんか ！

「最低賃金引上げへの対応」のご案内



　事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を
行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引上げのための
生産性向上の取組が支援対象です。

　労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等
に取り組む中小企業事業主に、外部専門家の
コンサルティング、労働能率の増進に資する設備・
機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成
します。

賃金引上げの支援策
厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

　非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を
3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合
に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の
賃金引上げが対象です。

中小企業が最低賃金を45円引上げ、
給与ソフトやPOSレジを導入した 

場合等に、その設備投資等にかかった費用の 
一部について、最大180万円が助成されます。

賃上げコース区分 助成上限額
30円コース 30~130万円
45円コース 45~180万円
60円コース 60~300万円
90円コース 90~600万円

賃上げ+設備投資
● �賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要
● �中小企業が利用可能
● �助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数等によって決定
● �交付決定を受けた後に設備投資等を行う

活用の
ポイント

コース区分 助成上限額
基本部分 賃上げ加算

業種別課題対応コース（※1） 25~550万円
6~360万円

（※2）労働時間短縮・年休促進支援コース 25~200万円
勤務間インターバル導入コース 50~120万円

労働時間削減等の取組（賃上げ）+設備投資等
● �労働時間削減等の取組計画の作成が必要
● �中小企業や中小企業が属する団体が利用可能
● �助成額は、成果目標の達成、賃金の引上げ額、賃金を 

引き上げた労働者数等により決定
● �交付決定を受けた後に設備投資等を行う

活用の
ポイント

中小企業が賃金規定等を
5%増額改定し、10人の

有期雇用労働者の賃金引上げを実施
した場合、65万円が支給されます。

建設業の事業場が労働能率の増進に 
資する設備機器を導入して、36協定で 

設定する時間外・休日労働時間数の上限を引き下げた
場合等に、その取組にかかった費用の一部について、
最大1,270万円が助成されます。

非正規雇用労働者の賃上げ率の区分 助成額（1人当たり※）
3%以上4%未満の場合 4万円（2.6万円）
4%以上5%未満の場合 5万円（3.3万円）
5%以上6%未満の場合 6.5万円（4.3万円）

6%以上の場合 7万円（4.6万円）
（※）括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人。

非正規雇用労働者の賃上げ
● �賃金規定等の増額改定に関するキャリアアップ計画の作成が必要
● �中小企業、大企業どちらも利用可能
● �原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する必要あり
● �改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制度を新たに規定した場合は 

助成額を加算

活用の
ポイント

活用例

活用例

活用例

（※1） 建設業の場合　（※2） 労働者数30人以下の場合は倍額を加算

事業主の
皆さまへ

業務改善助成金

働き方改革推進支援助成金

キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）



早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）
● �雇入れ支援コース
　�事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇入れ、雇入れ前と比較して5%以上

賃上げした場合に助成します。
　
● �中途採用拡大コース
　�中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させた場合及び中途採用率を一定以上

拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して5%
以上賃上げした場合に助成します。

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）
● �在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた場合に助成
　（上限額8,870円/1人1日あたり（1事業主あたり1,000万円））します。

　職務に関連した専門的な知識及び技能を習得
させるための職業訓練等を実施した場合等に 
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
します。

区分（※） 賃上げした場合の助成率・額
①賃金助成額 労働者1人1時間あたり500円・1,000円

②経費助成率 訓練経費の45%~100%
※制度導入に係る助成の場合は、24万円・36万円

③OJT実施助成額 1人1コースあたり12万円~25万円

区分 助成額（※1・2）

①賃金規定制度　　②諸手当等制度
③人事評価制度

50万円（40万円）

④職場活性化制度　⑤健康づくり制度 25万円（20万円）
⑥作業負担を軽減する機器等 導入経費の62.5%（50%）

職業訓練+経費助成等（訓練終了後の賃上げ等加算）

● �職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働局への 
提出が必要。計画に沿って訓練を実施した後、申請

● 10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象
● 中小企業、大企業どちらも利用可能
● 助成額は、訓練内容、企業規模により決定

活用の
ポイント

　人材確保のために雇用管理改善につながる制度
等（賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、
職場活性化制度、健康づくり制度）の導入や
雇用環境の整備（従業員の作業負担を軽減する
機器等の導入）により、離職率低下を実現した
事業主に対して助成します。

雇用管理改善の取り組み （賃上げ加算）活用の
ポイント

より高い処遇への労働移動等への支援

中小企業事業主が、正規雇用労働者1人
につき、10時間の訓練（※1）（訓練経費10

万円）を受講させ、訓練終了後、訓練受講者の賃上げ
（※2）を行った場合、7万円が支給されます。

活用例

複数の雇用管理制度や作業負担を軽減
する機器等を導入し、賃上げ（5%以上）

を行った場合、最大287.5万円が支給されます。

活用例

（※1） 人材育成支援コース（人材育成訓練）の場合
（※2） �5%以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等

手当を支払い3%以上賃金を上昇させた場合

※�訓練コース・メニューによって上記区分①~③のいずれが支給されるか異なります
　（①~③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。）。

（※1） 括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。
（※2） �①~⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。⑥を導入した場合の上限額は

187.5万円（150万円）。

● ���雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する機器の
導入計画の作成、実施後の離職率の低下が必要

● ���原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※）

● ���助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定
● ���対象労働者の賃上げ（5%以上）で、助成額を加算

（※） 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能

支援策の詳細はHPをチェック〉〉〉厚生労働省HP「賃上げ」支援助成金パッケージ

人材開発支援助成金

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）



を利用してみませんか
平日午前9時から午後5時まで窓口を開設

団体・企業向けのセミナーや出張相談会も開催しています

相 談 事 例

最低賃金の引上げに対応するための対策や助成金について知りたい

職場環境の整備のため就業規則の見直しを行い、人材の採用・定着を図りたい

同一労働同一賃金の実現のため労働者間の不合理な待遇差がないか確認したい

基本給を見直すため「職務評価・コンサルティング」を受けたい

ハラスメント対策、育児・介護休業制度の整備などに取り組みたい

時間外労働を削減するため、36協定を締結し、職場のDX化も進めたい

勤務間インターバル制度、選択的週休３日制、多様な正社員制度について知りたい

厚生労働省委託事業「令和7年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」
受託運営: 地元の社会保険労務士会の協力のもと全国社会保険労務士会連合会が運営しています

中小企業・小規模事業者のみなさまへ

所在地、フリーダイヤル、メールアドレスなどは、
働き方改革特設サイトでご案内しています。 〉〉〉

働き方改革
進めていますか?

窓口相談 訪問支援 オンライン相談

労務管理の専門家である社労士等が
懇切丁寧に相談にお応えします

相談
無料




